
仕

支払報告書の支払事業所の法人番号は入力

　

しない。）場合で委

令

託金額を算出すること

和

。

　③落札業者へ

７

はデータ媒体で預託を

年

行うものとする。なお

度

、この場合のファイル

　

形式はPDFもしくは

給

TIFFの

いずれ

　

与

かとする。

　④給

支

与支払報告書等を預託

払

後、当町は適正な業務

報

遂行の確認のため、臨

告

時で実地調査を行う場

書

合がある。

　⑤最

等

終納品から３ヶ月経過

デ

後、落札業者はただち

ー

に入力データを消去し

タ

、その旨を書面にて報

 

入

告するものと

する

力

。

業務委託

２．

 

委託件数（見積もり条

様

件としての件数）

 

　①給与支払報告書　

 

　　　　７，０００件

　

　②公的年金等支

書

払報告書　　　　　５

受

０件

　＜過去実績

付

＞

　（令和６年度

番

）　　　　　　　　　

号

　　　　　　（令和５

R

年度）

　①給与支

 

払報告書　　　　　６

7

，４３６件　　　①給

-

与支払報告書　　　　

0

　７，０３８件

　

0

②公的年金等支払報告

0

書　　　　　３５件　

0

　　②公的年金等支払

1

報告書　　　　　３３

5

件

３．履行期間

3

　契約締結日の翌日

8

～令和８年３月３１日

1

　給与支払報告書

頁

等の預託及び磁気媒体

件

の納品は複数回行い、

　

別紙１に定める業務ス

　

ケジュールのとおりと

　

す

る。ただし、業

名

務スケジュールは当町

令

の申し出により落札業

和

者と協議のうえ、変更

７

することができる。

年

４．委託金額

　

度

契約金額は、給与支払

　

報告書等データの入力

給

、運搬費用等の全ての

与

諸費を含めた給与支払

支

報告書、公的年金

払

等支払報告書の各々の

報

１件当たりの単価契約

告

とする。

　委託金

書

額は、入力１件当たり

等

の各々の単価金額に委

デ

託した各々のパンチデ

ー

ータ件数を乗じて得た

タ

金額に１０

０分の

入

１０に相当する金額を

力

加算した額（当該金額

業

に１円未満の端数があ

務

るときは、その端数金

委

額を切り捨て

た金

託

額）とする。

　上

仕

記の見積もり委託件数

　

と実際の委託件数に変

　

動があった場合、また

　

システム等の変更によ

　

りレコード内容

等

　

の変更があった場合で

　

も、単価の変更は行わ
　

ないこととする。　
５．媒体の規格・レコ様 ード内容等

　別紙　 「ディスクの規格等」
　

のとおり。

６．個　 人情報の保護

　業　 務を実施するにあたり
　

、個人情報の取扱いに

　

ついては、別記「個人

　

情報取扱特記事項」を

　

守らなければな

ら

概

ない。

７．その他

　

　①パンチ入力は

　

データ品質確保のため

　

、入力専用端末で異な

　

る作業者によって２回

　

入力することとし、各

　

入

力項目を照合し

　

た上でエラー修正を行

　

うものとする。

　

要

②マイナンバーの入力については、受給者本人及び被扶養者の個人

１

番号を入力し、支払事

．

業所の個人番号又

業

は法人番号については

務

、給与支払報告書のみ

名

入力する（公的年金等


